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協
議
第
１
号

◆
合
併
の
方
式
に
つ
い
て
※（
２
ペ
ー
ジ
で
解
説
）

協
議
第
２
号

◆
新
市
の
名
称
に
つ
い
て

協
議
第
３
号

◆
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

専
門
部
会
の
設
置
状
況
、
新
市
ま
ち
づ
く
り

懇
話
会
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

共
通
委
員
の
お
二
人
に
説
明
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。（
詳
細
別
掲
）

1

こ
の
３
つ
の
協
議
項
目
は
、
基
本
的
な
協
議

項
目
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
優
先
し
て
時
間
を

か
け
様
々
な
議
論
を
行
な
い
検
討
を
重
ね
て
行

く
べ
き
項
目
と
考
え
、
第
２
回
の
協
議
会
の
議

題
と
し
て
提
案
し
ま
し
た
。
今
回
の
協
議
会
で

は
、
多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
、
議
論
を
集
約
す

る
よ
う
な
状
況
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
の

で
、
引
き
続
き
次
回
の
協
議
会
で
協
議
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。主
な
意
見
を
掲
載
し
ま
す
。

○
方
式
、
名
称
、
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

・
合
併
の
方
式
を
提
案
さ
れ
た
時
点
で
、
多
く

の
市
民
が
「
合
併
が
決
ま
っ
た
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
。

・
こ
の
協
議
会
は
市
民
が
合
併
を
判
断
す
る
資

料
を
作
成
す
る
場
で
あ
る
。
新
市
の
名
称
は

市
民
の
声
を
聴
く
べ
き
。

方
式
に
つ
い
て
は
協
議
会
費
用
を
均
等
に
負

担
し
て
い
る
の
だ
か
ら
新
設
合
併
と
考
え
る
。

・
新
設
は
事
務
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
の

で
は
な
い
か
。
石
狩
市
の
規
模
と
厚
田
村
・

浜
益
村
の
規
模
を
比
べ
た
ら
、
石
狩
市
へ
両

村
を
編
入
す
る
方
が
混
乱
を
最
小
限
に
抑
え

る
意
味
が
あ
る
。

・
合
併
問
題
は
自
治
体
の
人
口
・
規
模
の
大
小

に
か
か
わ
ら
ず
対
等
で
あ
る
。
新
設
合
併
で

望
む
べ
き
で
あ
る
。

・
当
然
の
こ
と
な
が
ら
対
等
合
併
で
あ
る
。
厚

田
村
・
浜
益
村
の
村
民
は
編
入
合
併
だ
と
納

得
し
な
い
と
思
う
。

・
合
併
は
３
つ
の
地
域
の
住
民
が
１
つ
の
意
識

の
も
と
に
、
新
し
い
地
域
を
創
造
す
る
こ
と

第2回合併協議会開催の様子（傍聴者数46名）

【
報
告
事
項
】

【
協
議
事
項
】

だ
と
思
う
。
３
つ
の
地
域
を
１
つ
に
す
る
と

い
う
こ
と
は
精
神
の
う
え
で
は
対
等
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
事
務
的
作
業
量

が
莫
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
編
入
合
併
が
妥
当

だ
と
思
う
。名
称
は
変
更
す
べ
き
と
考
え
る
。

・
町
村
の
過
疎
化
が
進
み
、
都
市
に
す
べ
て
が

集
中
し
て
い
る
の
は
時
代
の
流
れ
な
の
だ
か

ら
、
現
実
を
認
識
し
、
本
当
の
自
治
を
作
っ

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
併
の
方
式

な
ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
み
ん
な
で
豊
か
な
地

域
を
作
り
た
い
。

○
今
後
の
協
議
の
進
め
方
に
つ
い
て

・
方
式
と
か
名
称
よ
り
も
住
民
福
祉
の
向
上
や

ま
ち
の
発
展
が
ど
う
な
る
の
か
が
一
番
の
関

心
事
だ
。
今
日
は
結
論
を
出
さ
な
い
方
が
良

い
。

・
こ
の
議
案
の
協
議
は
時
間
を
か
け
る
べ
き
だ

と
思
う
。
新
設
・
編
入
の
パ
タ
ー
ン
の
資
料

を
出
せ
る
範
囲
で
出
し
て
も
ら
わ
な
け
れ

ば
、
決
め
ら
れ
る
状
況
に
な
い
。

・
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
で
、
こ
の
議
案
を
持
ち
帰

っ
て
検
討
す
る
時
間
が
欲
し
い
。

・
事
務
レ
ベ
ル
の
合
併
で
は
な
い
。
地
域
住
民

の
た
め
の
合
併
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い

て
、
も
う
少
し
住
民
の
声
を
聴
い
た
う
え
で

協
議
す
べ
き
。

・
今
日
の
３
つ
の
問
題
は
地
域
の
課
題
を
出
し

合
う
率
直
な
素
材
だ
と
思
う
。
こ
れ
を
乗
り

越
え
な
け
れ
ば
、
お
互
い
が
納
得
し
た
形
で

今
後
の
協
議
は
進
め
ら
れ
な
い
と
思
う
。

・
こ
の
協
議
会
は
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で
議
決
し

※合併協議会は、合併の判断材料として「合併するとした場合の姿」
を協議する組織です。

【
第
　
次
地
方
制
度
調
査
会
中
間
報
告
概
要
説
明
】
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地
域
自
治
組
織
の
タ
イ
プ

現
行
の
合
併
特
例
法
で
は
、
合
併
後
の

住
民
自
治
を
確
保
す
る
た
め「
地
域
審
議
会
」

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
中
間
報
告
に
よ
る
と
、
平
成
17

年
４
月
１
日
以
降
の
新
し
い
法
律
で
、
合

2

併
後
の
住
民
自
治
を
強
化
す
る
た
め
「
地
域

自
治
組
織
」
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
２
つ
の
タ
イ
プ

に
分
か
れ
て
お
り
「
行
政
区
的
な
タ
イ
プ
」

と
「
特
別
地
方
公
共
団
体
と
す
る
タ
イ
プ
」

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

「
行
政
区
的
な
タ
イ
プ
」
に
つ
い
て
は
、

合
併
市
町
村
の
組
織
の
一
部
と
さ
れ
法
人
格

は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
政
令
市
の
区
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
、
そ
の
長
は
任
命
制
と

な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、「
特
別
地
方
公
共
団
体
と
す
る
タ

イ
プ
」
は
法
人
格
が
あ
り
、
ま
た
、
合
併
市

項      目�

第2回 石狩市・厚田村・浜益村合併協議会議案�

報告議案� 項      目�

結果�

結果�

協議議案�

協議第1号�

協議第2号�

協議第3号�

協議第4号�

協議第5号�

認定第1号�

報告第1号�

報告第2号�

報告第3号�

報告第4号�

承認�

承認�

承認�

承認�

継続�

継続�

継続�

承認�

承認�

承認�

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会委員等の�

公務災害補償等に関する規程について�

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会専門部会�

の設置状況について�

新市まちづくり懇話会の開催状況について�

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会規約第8

条第2項の規定に基づく協議書を変更する

協議書について�

合併の方式について�

新市の名称について�

新市の事務所の位置について�

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会幹事会規

程の一部を改正する規程（案）について�

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会小委員会

の設置について�

平成１４年度石狩市・厚田村・浜益村合併協

議会決算認定について�

て
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
協
議
の

入
り
口
の
段
階
で
議
論
し
合
う
議
案
で
あ

る
と
思
う
。
協
議
会
の
や
る
べ
き
仕
事
と

し
て
進
め
る
べ
き
。

・
地
域
の
エ
ゴ
を
言
っ
て
い
る
場
合
で
は
な

い
。
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
の
だ

か
ら
、
オ
ー
プ
ン
な
意
見
交
換
に
よ
っ
て

協
議
し
て
行
き
た
い
。

協
議
第
４
号

◆
石
狩
市
・
厚
田
村
・
浜
益
村
合
併
協
議

会
幹
事
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
（
案
）
に
つ
い
て

協
議
第
５
号

◆
協
議
会
小
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

・
議
会
議
員
、
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及

び
任
期
小
委
員
会

・
新
市
建
設
計
画
小
委
員
会

・
地
域
自
治
組
織
等
小
委
員
会

の
３
委
員
会
を
設
置
し
、
市
村
長
・
議
会

議
長
を
除
く
協
議
会
委
員
の
方
が
担
当
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（
３
ペ
ー
ジ
合
併
協
議
会
委
員
名
簿
参
照
）

認
定
第
１
号

◆
平
成
14
年
度
協
議
会
決
算
認
定
に
つ
い
て

平
成
15
年
１
月
か
ら
３
月
ま
で
の
収

入
・
支
出
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
か
ら
監

査
結
果
の
報
告
を
受
け
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

第

次
地
方
制
度
調
査
会
中
間
報
告
の

概
要
説
明
に
つ
い
て

第
　
次
地
方
制
度
調
査
会
と
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
地
方
行
財
政
制
度
の
構
造
改

革
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
機
関
で
す
。
こ
の
５
月
６
日
に
提
出
さ
れ
た
「
今
後
の
地

方
自
治
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
」
に
つ
い
て
、
今
後
の
合
併
協
議
に

大
き
な
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
２
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
共

通
委
員
の
お
二
人
に
概
要
を
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
内
容
抜
粋
）

北海道石狩支庁
地域政策部長

田中　宣律 氏
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27 ○「新設合併」とは、二つ以上の市町村

を廃して、その区域をもって新たに一
つの市町村を置く場合をいいます。

※●合併の方式
市町村合併の方式には、「新設合併」

と「編入合併」の二つがあります。

○「編入合併」とは、一つ以上の市町村
を廃して、その区域を既存の他の市町
村に加える場合をいいます。



つ
い
て
算
定
交
付
と
書
い
て
お
り
ま
す
。

特
別
地
方
公
共
団
体
と
す
る
タ
イ
プ
の
地

域
自
治
組
織
を
つ
く
っ
て
も
、
そ
れ
を
維

持
運
営
す
る
費
用
を
交
付
税
で
見
て
く
れ

る
の
か
、
見
て
く
れ
な
い
の
か
は
不
明
確

で
あ
り
、
今
後
の
審
議
が
ま
さ
に
注
目
さ

れ
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
強
制
合
併
的
な
要
素
が
完
全
に
消

え
た
わ
け
で
は
な
く
、
知
事
の
勧
告
な
ど

に
よ
る
合
併
と
い
う
の
が
、
将
来
何
年
か

先
に
見
え
て
い
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
自
治
組
織
を
つ
く

れ
ば
問
題
が
解
決
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
も
不
明
確
で
あ
り
、
11
月
の
段
階
で

出
さ
れ
る
最
終
答
申
や
法
制
度
化
さ
れ
る

段
階
で
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

ど
う
も
総
務
省
サ
イ
ド
は
、
地
域
自
治
組

織
に
つ
い
て
は
新
し
い
法
律
で
は
な
く
て
、

3

町
村
の
補
助
機
関
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
東
京
都

の
23
区
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
、
そ
の
長
や

議
決
機
関
の
公
選
制
を
検
討
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

地
域
自
治
組
織
の
財
源

組
織
の
財
源
に
つ
い
て
で
す
が
、「
行
政
区

的
な
タ
イ
プ
」に
つ
い
て
は
中
間
報
告
に
は

明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、合
併
市
町
村
の

予
算
措
置
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
特
別
地
方
公
共
団
体
と
す
る
タ
イ
プ
」
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
合
併
市
町
村
か
ら

の
移
転
財
源
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
課
税
権

や
借
入
金
を
す
る
権
限
に
つ
い
て
は
認
め
な

い
こ
と
と
し
、
市
町
村
の
重
要
な
財
源
で
あ

る
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
も
、
合
併
市
町
村

に
つ
い
て
算
定
し
合
併
市
町
村
か
ら
交
付
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

「
地
域
自
治
組
織
」に
つ
い
て
は
、今
後
、国

に
お
い
て
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
事
項
が
多

い
た
め
、詳
細
は
新
し
い
法
律
の
制
定
に
よ

る
制
度
化
の
状
況
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

地
域
自
治
組
織
の
今
後
の
動
き

地
域
自
治
組
織
の
財
政
面
に
つ
い
て
で
す

が
、
中
間
報
告
で
は
、
市
町
村
の
重
要
な
財

源
で
あ
る
地
方
交
付
税
は
基
礎
的
自
治
体
に

合
併
特
例
法
を
改
正
し
て
何
ら
か
の
方
式
を

入
れ
込
も
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ

う
で
、
２
０
０
５
年
の
４
月
１
日
以
降
で
は

な
く
、
も
う
少
し
早
め
に
地
域
自
治
組
織
的

な
も
の
が
、
法
制
度
化
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

る
や
に
聞
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
不
確
実
で
あ
り
ま
す
。

三
位
一
体
改
革
に
注
目

一
番
の
問
題
は
、
三
位
一
体
改
革
（
国
庫
補

助
負
担
金
削
減
と
地
方
交
付
税
制
度
の
見
直

し
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
）
が
ど
う

な
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
地
方
交
付
税
全
体

が
削
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
い
く
ら
合
併
特
例

債
を
地
方
交
付
税
で
面
倒
を
見
ま
す
よ
と
言

っ
て
も
、
そ
れ
自
体
の
財
源
が
な
く
な
る
と

い
う
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
辺
り
は
流
動
的

で
す
の
で
、
私
は
む
し
ろ
三
位
一
体
改
革
の

方
を
少
し
注
目
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

北海学園大学
法学部政治学科教授

佐藤　克廣 氏
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厚田村議会議長�

浜益村議会議長�

石狩市議会議員�

石狩市議会議員�

石狩市議会議員�

石狩市議会議員�

石狩市議会議員�

石狩市議会議員�

石狩市議会議員�

厚田村議会議員�

厚田村議会議員�

厚田村議会議員�

厚田村議会議員�

厚田村議会議員�

浜益村議会議員�

浜益村議会議員�

浜益村議会議員�

浜益村議会議員�

浜益村議会議員�

石狩商工会議所会頭�

石狩市文化協会事務局員�

石狩市ＰＴＡ連合会副会長�

石狩市連合町内会連絡協議会会長�

石狩市社会福祉協議会会長�

一般公募�

一般公募�

一般公募�

一般公募�

一般公募�

厚田村農業委員会委員�

厚田漁業協同組合代表理事組合長�

厚田村商工会会長�

一般公募�

一般公募�

北石狩農業協同組合理事�

浜益漁業協同組合代表理事組合長�

浜益村商工会会長�

浜益村自治会連合会会長�

浜益村自治婦人会連絡協議会会長�
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項�
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1

議会・農委・・・議会議員、農業委員会委員の定数及び任期小委員会�
建設計画・・･新市建設計画小委員会�
自治組織･･･地域自治組織等小委員会�
共通委員は全小委員会に参加�
�

※1

※2

田岡　克介�

牧野　健一�

木村　康美�

神崎　征治�

福沢　和夫�

工藤　榮一�

加納　洋明�

高田　静夫�

中野　文能�

堀　　弘子�

熊倉　正博�

長原　徳治�

池端　英昭�

河合　英治�

河合　雅雄�

田村　嘉瑞�

阿部　政二�

成田　一夫�

佐々木友治�

神田　一昭�

岸本　正吉�

羽立　福光�

越智　正男�

酒井　敏一�

山根　利子�

村重　節子�

佐藤　豊治�

小林　義行�

浅井　秀樹�

飯尾亜紀仁�

小池　弓夫�

坪田　清美�

藤原　市子�

伊藤　一治�

相原　一男�

沢田　富男�

鈴木日出男�

桐山　和郎�

後藤　　崇�

中村　東伍�

大山　弘行�

石橋　千春�

岸本　アイ�

佐藤　克廣�

田中　宣律�

土門　隆一�

北嶋　富作�

�

�

�

�

�

�

�

�

建設計画�

議会・農委�

自治組織�

自治組織�

議会・農委�

建設計画�

建設計画�

自治組織�

建設計画�

自治組織�

議会・農委�

議会・農委�

議会・農委�

自治組織�

建設計画�

議会・農委�

自治組織�

議会・農委�

建設計画�

議会・農委�

自治組織�

自治組織�

建設計画�

自治組織�

建設計画�

議会・農委�

建設計画�

議会・農委�

建設計画�

建設計画�

自治組織�

自治組織�

議会・農委�

建設計画�

建設計画�

自治組織�

自治組織�

※2全小委員会に参加�

※2全小委員会に参加�

�

（平成１５年６月４日現在）�

北海学園大学法学部政治学科教授�

北海道石狩支庁地域政策部長�

�厚田村代表監査委員�

浜益村代表監査委員�

市村長�

議会議長�

議会選出�

学識�
経験者�

石�

狩�

市�

�

�

�
�

�

厚�

田�

村�

�

�

浜�

益�

村�

第8条第2項�
（共通委員）�

�

監査委員�

石狩市･厚田村･浜益村合併協議会委員名簿�
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・浜益村役場
・浜益村交流センター（ふれあいセンターきらり）

・厚田村役場
・厚田村総合センター

・石狩市役所
・石狩市民図書館
・石狩市民図書館花川北分館
（花川北コミュニティセンター内）
・石狩市民図書館花川南分館
（花川南コミュニティセンター内）
・石狩市民図書館八幡分館
（八幡コミュニティセンター内）

合併に関するご意見・ご質問がありましたら、FAX・電子
メールなど形式を問わず、受け付けしております。
紙面・ホームページによりお答えしていきます。

合併に関するご意見・
ご質問を募集しています

次回の協議会は7月17日（木）13：00から、浜益村
交流センター「きらり」で開催されます。
当日は石狩市（石狩市役所前発）、厚田村（厚田村役場

前発）のそれぞれが浜益村までの往復バスを運行します。
事前申込制となっておりますので、乗車を希望される方
は、下記にご連絡ください。

■石狩市企画調整課　TEL（0133）72-3161
■厚田村まちづくり推進課　TEL（01337）8-2011

第3回合併協議会の開催日程等

合併協議会の会議は、どなたでも傍聴することができます。

合併協議会は傍聴できます。

石
狩
市

厚
田
村

浜
益
村

会議録を公開する場所

・石狩市・厚田村・浜益村合併協議会事務局（石狩市役所3階）
・閲覧時間については、各所の執務時間又は開館時間となっ
ております。

再生紙を使用しています。

◆期待すること
・交通体制の整備。
・新しいまちづくり、活気づくりのきっかけ。
・介護保険料が安くなる。
・地域の特性や独自性を活かした新しい観光振興。
・生産性の向上と雇用の場の創出。
・新しい名前の市が生まれる。
・それぞれの特色ある港づくり。
・行政の財政面での効率化が図られる。
・生活環境の基盤整備の促進。
・地産地消のシステムづくり、食を通じたまちづくり。

新市まちづくり懇話会がスタートしました。

◆不安なこと
・高齢化が進み、介護保険料が増加するのではないか。
・今までの生活が変わってしまう。
・冬の交通対策、除雪が心配。
・地域間の確執が生まれる。
・財政が破綻するのでは。
・今までの行政サービスは保たれるのか。
・若者が中心市に流出してしまう。
・人口が多い地域中心の政策になるのでは。
・バランス良く発展することへの配慮に欠けないか。
・地域の名前はどうなるのか。
・地域福祉、医療の質が低下しないか。

各市村から応募された36名のボランティア会員による「第1回新市まちづくり懇話会」が、5月24日
に石狩市で開催されました。
全体で4回開催する懇話会では、合併した場合の新しいまちづくりについて、意見（アイデア）を自由
に話し合っていくことになっています。
今回は、初顔合わせということもあり、最初は少し硬い表情だった会員の皆さんでしたが、それぞれが

「住んでいるまちの自慢」や「合併した場合の期待と不安」などを一人ひとりが語っていくうちに、笑顔
もこぼれるあっという間の3時間でした。


